
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  自動車通勤者に支給する通勤手当と消費税          

Ｑ：当社では、自動車通勤する者について、

所得税の非課税限度額相当額の通勤手当を支

給しています。この通勤手当は、消費税では

課税仕入れになりますか？                                 

                                             

Ａ：課税仕入れになります。  

【解説】  

消費税では、事業者が国内において課税仕

入れを行った場合には、その課税仕入れを行

った課税期間において仕入税額控除をするこ

とができます。  

この場合の、課税仕入れとは、事業者が事

業として他の者から資産を譲り受け、もしく

は借り受け、又は役務の提供を受けることを

いいます。  

ところで、従業員に支給する通勤手当は、

事業者が直接課税仕入れに係る対価を支払う

ものではありませんが、通勤手当の支給は事

業者が事業を遂行する上で必要な経費であり、

実費負担相当額であることから、消費税では、

事業者が使用人等で通勤者である者に支給す

る通勤手当(定期券等の支給など現物による

支給を含む)のうち、その通勤者がその通勤に

必要な交通機関の利用又は交通用具の使用の

ために支出する費用に充てるものとした場合

に、その通勤に通常必要であると認められる

部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に

該当するものとして取り扱うこととされてい

ます。  

したがって、所得税の非課税限度相当額が

その通勤に通常必要であると認められるもの

であれば課税仕入れとなります。  
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